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前 文 

この計画は、国土利用計画法第８条の規定に基づき、湯川村の区域における国土（以

下「村土」という。）の利用に関して必要な事項を定めるものであり、村土の総合的か

つ計画的な利用を図るための指針とするもので、福島県国土利用計画を基本とし、第五

次湯川村振興計画基本構想に即して策定するものです。 

なお、この計画は、社会経済情勢等の変化に対応し、必要な見直しを行うものとしま

す。 
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第１章 土地利用の現状と課題 

１．村土の特性 

湯川村は、昭和 32年３月 31日、笈川村と勝常村の合併により誕生して以来、『米と文

化の里』を標語にむらづくりを進めてきました。 

地勢は、会津盆地の中央に位置し、東部に名峰会津磐梯山、北部に霊峰飯豊山を仰ぐ、

山々に囲まれた田園地帯です。『米と文化の里』の標語通り、耕地の９割以上で水稲栽培

が行なわれており、農業を基幹産業として発展してきました。村域面積は 16.37ｋｍ２と、

県内で最も小さな自治体であり、また、県内で唯一山がひとつもない平坦地の自治体でも

あります。 

村域東部をＪＲ東日本磐越西線が通っていますが、村内の移動は自動車が基本であり、

会津縦貫北道路と二本の国道、それをつなぐように県道・村道が整備され、本村の交通の

動脈となっています。 

２．土地利用をめぐる条件の変化 

今後の土地利用に当たっては、土地利用の動向に影響を及ぼす、以下のような条件

の変化を考慮する必要があります。 

（１）人口減少と少子高齢化の進行 

本村の人口は、平成 27年時点で 3,206 人、高齢化率は 30.8％となっています。今後、人

口減少、少子高齢化はさらに進行すると考えられます。これに対し、湯川村の人口のビジ

ョンにおいては、人口の減少幅を緩やかにする施策を展開することにより、平成 37年時点

の人口を 3,000人以上で維持することを目指しています。 

湯川村の総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

出典：平成27年国勢調査、湯川村まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略 
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（２）産業構造の変化 

本村の産業別人口は、昭和 35年には第１次産業人口が約８割を占めていましたが、その

割合は年々減少し、平成 22 年には約 23％となっています。一方、第３次産業人口は年々増

加し、平成 22年には産業別人口の約５割を占めるまでとなっています。 
 

 ◇ 産業別人口割合の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査、農林業センサス 

 

第１次産業については、専業農家が大幅に減少しており、兼業農家も第１種兼業から第

２種兼業への移行が進んでいます。この要因は、農地の利用集積による小規模農家から大

規模農家への作業委託、農業の機械化による労働力余剰のための他産業への移行、他産業

との所得格差の拡大等により特に若年層の農業離れが進んだためと考えられます。 

また、第２次産業については、工業団地の造成等により企業誘致を進めた結果、第２次

産業人口は堅調に推移しており、また、製造品出荷額も増加傾向にあります。第３次産業

については、商店街もなく小規模事業者がほとんどですが、道の駅ができるなどした結果、

近年、規模は拡大傾向にあります。 

（３）地球環境問題の深刻化 

日本の年平均気温は、長期的には 100年あたり約 1.10℃の割合で上昇しており、福島県

（福島市）においても約 1.5℃上昇しています。それにともない、桜の開花時期、紅葉の時

期の変化など、身近に感じられる変化が目立ってきており、こうした気候の変動による様々

な影響が懸念されます。 

この地球温暖化現象は、人為的な温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性が高

いとされており、こうした状態が続けば、生物多様性への影響、大規模な干ばつによる水

不足、自然災害の甚大化など、社会に及ぼす影響は大きいと考えられます。 

（４）食料・資源・エネルギー問題の顕在化  

世界的な人口増加、東アジアの経済成長などによる食料、資源制約の高まり、また、地

球温暖化に伴う気候変動による食料生産への影響などから、将来的な食料・資源・エネル

29.49%

26.28%

44.23%

平成１２年
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94名(13.4%)
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ギーの不足が懸念されています。特に、食料や資源の多くを輸入に依存している我が国に

おいては、食料自給率の向上、省資源・省エネルギーの推進、再生可能なエネルギーの有

効活用が求められています。 

（５）土地利用に対する意識の変化  

わが国全体で耕作放棄地の増加などが顕著になっている中、開発を志向する土地利用か

ら、低・未利用地の有効利用への要請が高まっています。こうした土地利用への意識の変

化は、人口や土地需要の減少による土地利用転換圧力の低下と土地利用効率の低下が進ん

でいるという土地利用動向を反映しています。  

また、良好な景観の形成や自然環境の保全、自然とのふれあいなどへの関心の高まり、

災害に対する土地の安全性の確保の必要性など、土地利用の質的な面での向上が求められ

ています。 

３．土地利用の課題 

村土の特性や土地利用をめぐる条件の変化を踏まえると、限られた村土資源について、

その有効利用と適切な維持管理を図りつつ、利用目的に応じた区分(以下「利用区分」とい

う。)ごとの土地需要の量的な調整を行うことや、また、人口の減少などを背景に土地利用

転換圧力が低下している状況の中、土地利用の質的向上をより一層積極的に推進すること

が必要です。 

このため、本計画における課題は、量と質の両面から総合的に村土管理を進めることに

より、豊かな生活や生産が展開される場として村土の魅力を高め、よりよい状態で村土を

次世代へ引き継ぐことであり、すなわち「持続可能な村土管理」を行うことが基本的な課

題といえます。 

今後の土地利用に当たっては、「持続可能な村土管理」に向け、次のような視点に留意

する必要があります。 

（１）人口減少・土地需要減少局面における土地利用  

本村においては、人口の減少、農業の担い手減少・高齢化などにより、不作付地の漸増

が心配されており、土地の利用効率低下が懸念されています。 

今後は、土地利用転換圧力が全体的に弱まることが予想されることから、土地利用転換

については、土地利用の不可逆性や、農用地の多面的な機能などを総合的に検討し、慎重

かつ計画的に行う必要があります。 

（２）村土の安全性の確保  

近年、全国的に大規模な地震や局地的な短時間集中豪雨等による災害の増加やその被害

が甚大化する傾向にあります。本村においては、人口の減少、農業の担い手減少・高齢化

などにより、不作付地の増加や高齢化及び過疎化に伴う地域コミュニティの弱体化が予想

され、村土の安全性に対する要請が高まっています。 
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（３）環境負荷の低減  

温暖化の進行など地球環境問題が一層深刻化してきているため、村土においても、環境

への負荷を少なくする土地利用を推進していくことが必要です。このため、土地利用に当

たっては、自然と調和し環境負荷低減を重視した土地利用を基本とすることが求められて

います。 

（４）自然環境や景観を生かした土地利用  

人口や土地需要の減少による土地利用転換圧力の低下、ゆとりなどを重視する価値観の

多様化が進む中で、良好な景観や自然環境の保全、自然とのふれあいや心の豊かさなどに

対する志向が高まってきており、美しくゆとりある土地利用をさらに進めていくことが求

められています。 

（５）食料・資源・エネルギー問題への対応  

将来、世界的に食料・資源・エネルギー資源が不足することが懸念されている中で、本

村においても、将来にわたる食料の安定的供給の確保や再生可能なエネルギーの活用を図

るため、農地の保全を図っていくことが求められています。 

（６）地域一体となった村土管理  

本村においては、人口減少や高齢化の進行を背景に、今後さらに、担い手不足やコミュ

ニティ機能の低下に伴い、土地管理水準の低下が進むことが懸念されています。このため、

地域が一体となって、農業生産活動や適切な管理を通じて、村土保全、自然環境保全や景

観形成、水源のかん養など多面的機能を維持していくことが課題です。 

（７）地域活性化への対応など総合性の視点への配慮  

土地利用を考えるに当たっては、土地利用がより広域的に連動性を持つようになってき

ていることや、また、地域活性化や安全性・快適性確保への対応など地目横断的な視点が

必要になってきていることなどから、個々の土地利用だけではなく、土地利用相互の関係

性を踏まえ、その利用を総合的にとらえていくことの重要性が高まっています。 
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第２章 土地利用の基本構想 

１．土地利用の基本理念 

本村の土地の区域は、現在及び将来における村民のための限られた資源であるとともに、

生活及び生産を通じた様々な活動を行うための共通の基盤であり、より良い状態で次世代

へ引き継ぐべきものです。  

このため、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、

経済的及び文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と、地域の均衡ある発

展を図ることを基本理念とします。 

２．土地利用の基本方針 

本計画においては、土地利用上の諸課題を踏まえ、以下の基本方針により、より良い状

態で村土を次世代へ引き継ぐことができる「持続可能な村土管理」の実現を図ることとし

ます。 

（１）有効かつ適正な土地利用 

ア  農用地などの自然的土地利用が趨勢的には減少している一方、低未利用地が増加し

ていることを考慮して、低未利用地の有効利用を引き続き促進します。 

イ  自然的土地利用については、地球温暖化防止、食料などの安定供給能力の向上、

農地の多面的機能の保持、自然循環システムの維持、生物多様性の確保などに配慮

しつつ、農業の生産活動と自然環境を享受する場として、適正な保全と不作付地等

の適切な利用を図ります。 

ウ  農用地、宅地などの相互の土地利用の転換については、いったん転換した後に元

の地目に戻すことは容易ではないこと（土地利用の不可逆性）、生態系をはじめと

する自然の様々な循環系や景観に影響を与えることなどを考慮し、自然的土地利用

の維持を基本として、慎重な配慮のもとで計画的に行います。 

（２）土地利用の質的向上 

ア  安全・安心な土地利用 

災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な土地利用を基本に、「減災」の観

点を踏まえ、農用地の持つ村土保全機能の向上など、村土の安全性を総合的に高め

ます。 

イ  自然との調和・循環や景観に配慮した土地利用  

人間活動と自然とが調和した物質循環の維持、緑地・水面などの活用による環境負

荷の低減、生物の多様性を確保する生態系ネットワークの形成による自然の保全など
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を図りながら、そうした自然と調和した美しい田園地帯の景観を維持していくことに

配慮した土地利用を推進します。 

ウ  文化を尊重した土地利用  

国宝を有する勝常寺をはじめとする豊富な文化資源の保護に努め、文化の香り高い

居住環境の創出を図り、歴史的遺産との調整に配慮した土地利用を推進します。 

（３）地域の活力を支える土地利用 

ア  農業を支える土地利用 

村の基幹産業である農業を取り巻く環境は、農業政策の改革やＴＰＰによる農産物

の輸入自由化、さらには担い手不足などの要因により厳しさを増す中で、県内でも有

数の良質米の生産地としての地位を保持していくために、優良農地の確保・保全に努

め、農地の利用集積や転作水田等の有効活用により、生産性の向上や経営改善を図り、

農業所得の向上を目指します。 

土地利用への転換に当たっては、村土の大部分が農地であるため、地域営農体系の

維持に配慮するとともに、公共・公益施設の整備状況や土地の利便性を勘案し、十分

な調査・検討と計画的な調整を図りつつ、慎重に行うものとします。 

イ  人口維持に寄与する土地利用 

会津盆地の中央に位置する本村は、磐越自動車道のインターチェンジにほど近く、

東西の交通の便が良いだけでなく、平成 27年に全線開通した会津縦貫北道路により、

南北の交通の便も飛躍的に向上しています。また、平成 26年に湯川村・会津坂下町地

区活性化事業として「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」を整備しました。これらは、本

村の交流人口増加に向けた重要な地域資源といえます。 

また、工業団地の整備やふくしま産業復興投資促進特区の指定などにより、企業誘

致や産業活性化を推進しており、それにともなう定住人口の増進も期待されます。 

今後、交流人口の増加と定住人口の維持をさらに促進する取組みとしての土地利用

を検討していきます。 

（４）村土管理への村民の主体的参画 

多面的機能を有している農地の保全管理など直接的な村土管理への参加や、緑化活動へ

の寄附、間接的な村土管理への参加など、村民一人ひとりが村土管理の一翼を担う主体的

な取組みを促進します。 

３．土地利用の基本方向 

（１）地域類型別の土地利用の基本方針 

ア  田園地域 

本村は、村土の大部分が農地で占められており、食料等の安定供給を図る上での重

要な生産の場として位置付けられています。 
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このため、用排水施設等の生産基盤の整備や集落排水施設等の生活基盤の整備等に

よる居住環境の整備を推進するとともに、農業を介した都市住民との交流を促進し、

活力と魅力ある農村の形成を図ります。 

イ  自然維持地域 

野生生物の生息・生育空間としての機能を有している河川区域等の自然地域や村内

の農地・屋敷林・農村公園等の自然的地域については、適正な管理の下でその環境を

維持していくとともに、自然の特性を踏まえた自然体験・学習等の自然との触れ合い

の場としての活用を図ります。 

（２）利用区分別の土地利用の基本方向 

土地利用の基本方針を踏まえ、今後の村土の利用区分ごとの基本方向は次のとおりで

す。 

ア  農用地 

農用地については、食料供給源として最も基本的な資源であるとともに、良好な生

活環境や自然環境を守る上で重要な緑地としての機能等を有することから、計画的な

保全に努めます。 

本村は、県内でも有数の良質米の産地として、食料生産の拡大と安定供給を図るた

めに、今後、更新を検討している農業振興地域整備計画に基づいた農村生活環境等の

整備を総合的に推進し、同時に農地の流動化を促進し、担い手への利用集積を図り、

優良農地の確保と農地の効率的な利用に努めます。また、不作付地などの低・未利用

地については、有効利用を促進します。 

イ  水面・河川・水路 

河川については、災害の防止、利水に資する施設等用地の確保と整備を図るととも

に、その自然環境の保全に努め、河川沿公園など親水性の向上に資する空間の整備に

より、快適な生活環境の確保に努めます。 

水路については、農地の生産環境の向上と生活・防火用水の確保を図るため、農業

用排水路の維持管理に努めます。 

ウ  道路 

一般道路については、都市の骨格として生活、生産、経済・社会活動の発展に欠く

ことのできないものであることから、交通の安全と円滑、交通障害の防止、生活環境、

自然景観等との調和に配慮しつつ、必要な用地の確保と交通安全施設等の道路施設の

整備に努めます。 

農道については、農業の生産性の向上及び農地の適正な管理等のために必要な用地

の確保と整備に努めるとともに、自然景観との調和や自然環境の保全、生活環境なら

びに農業振興などに配慮し、適切な整備を図ります。 
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エ  住宅地 

住宅地については、人口流出や少子高齢化の進行、生活スタイルの多様化・個性化

に対応しつつ、適正な宅地供給を図るとともに、他の土地利用との調和、自然環境の

保全及び生活環境施設の整備に十分配慮し、若者や子育て世代も含めた多くの人々が

満足できる良好な住宅地の確保と住宅の質的向上に努めます。 

オ  工業用地 

工業用地については、村民の雇用の場の確保や豊かで安定した生活を営むための経

済基盤として必要不可欠であり、工業用地の計画的な誘導を図ります。 

なお、誘導にあたっては、公害の防止策を講じることはもとより、自然環境の保全、

周辺地域との調和に十分配慮します。 

カ  その他の宅地 

その他の宅地のうち事務所、店舗等については、自然環境の保全、隣接地域との調

和のある立地がなされるよう配慮するとともに、村民の生活利便の向上を考慮し、計

画的な誘導を図ります。 

キ  その他の用地 

その他の土地利用については、長期的な展望にたち、行政需要の増大と多様化への

対応、公共公益サービスの充実、村民生活水準の向上等のため、文教施設、公園緑地、

保健・福祉・医療施設等の適正配置及び必要な用地の確保に努めます。 
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第３章  村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び

その地域別の概要 

１．村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

ア  計画の基準年次を平成 27年とし、平成 28年から平成 37年を計画期間とした十カ年

計画とします。 

イ  村土の利用に関して、基礎的な前提となる湯川村の目標年次における人口は、3,042

人、世帯数は 924世帯と想定します。（平成 27年度においては総人口 3,206人、世帯

数 906世帯） 

ウ  村土の利用区分は、農用地、宅地などの地目別区分とします。 

エ  村土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の村土の利用の現況と変

化についての調査に基づき、将来人口、生活圏等を前提として利用区分別に必要な土

地を予測し、土地利用の実態との調整を行い定めるものとします。 

オ  村土の利用の基本構想に基づく平成 32年、平成 37年の利用区分ごとの目標は以下

のとおりです。ただし、今後の社会経済情勢の変動を鑑み、弾力的に理解されるべき

ものです。 

 

土地利用計画目標面積 

 

区 分 
土地利用面積（ha） 構成比（％） 

平成27年 平成32年 平成37年 平成27年 平成32年 平成37年 

農
用
地 

農 地 1,101 1,099 1,070 67.3 67.1 65.4 

採草放牧地 0 0 0 0 0.0 0.0 

小 計 1,101 1,099 1,070 67.3 67.1 65.4 

森 林 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

原 野 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

水面・河川・水路 207 207 207 12.6 12.6 12.6 

道 路 165 165 166 10.1 10.1 10.1 

宅 

地 

住宅地 54 56 59 3.3 3.4 3.6 

工業用地 8 8 14 0.5 0.5 0.9 

その他の宅地 45 45 64 2.7 2.7 3.9 

小 計 107 109 137 6.5 6.7 8.4 

その他 57 57 57 3.5 3.5 3.5 

合 計 1,637 1,637 1,637 100.0 100.0 100.0 
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２．地域別の概要 

これまで本村の国土利用計画においては、昭和 32年に笈川村と勝常村が合併した経緯な

どを踏まえ、以下の２区分で土地利用を進めるものとしてきました。 

地域の区分 左の地域に含まれる土地の区分 

笈川地区 大字笈川、清水田、桜町、湊、浜崎、美田園 

勝常地区 大字勝常、佐野目、熊ノ目、田川、三川、堂畑 

しかし本村の総面積は福島県下で最も小さく、村の土地のほとんどが農用地利用中心の

平坦地であり、２地区の実際の地勢にほとんど違いはありません。また、すでに合併から

60 年近く経過しており、村政においても２地区の土地利用方針に、ほとんど違いはなくな

っています。 

したがって、本計画は、地域の区分を設けず、村域を一体的に見た土地利用を推進する

こととします。 
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第４章 計画を実現するために必要な措置の概要 

１．公共の福祉の優先 

土地の利用については、公共の福祉を優先させるとともに、地域の自然的、社会的、経

済的諸条件に応じて適正な利用が図られるよう努めるとともに、各種の規制措置、誘導措

置等を通じた総合的な対策の実施を図ります。 

２．土地利用に関する法律等の適切な運用 

土地基本法、国土利用計画法をはじめとする土地利用関係法令等の適正な運用により、

土地利用の総合的かつ計画的な調整を推進し、適正な土地の利用と地価の安定を図ります。 

３．地域整備施策の推進 

村土及び地域の均衡ある発展と安定した村民生活を確保するため、福祉施策の充実や地

域の特性を活かした産業振興施策の積極的な推進を図るとともに、道路、上下水道などの

生活関連施設の一体的な整備を推進し、維持します。 

また、優良農地については、長期的な農業経営の安定を確保するため、計画的な保全と

整備に努めることによって魅力ある農業形態の確立に努めます。 

４．村土の保全と安全性の確保 

ア  村土の保全及び安全性の確保のため、地形等の自然条件に配慮し、自然や農地の持

つ防災機能を活かした土地利用の配置、誘導を図ります。 

イ  開発行為など大規模な事業については、事業実施前における事業者に対する指導助

言を行い、環境と調和した土地利用が行なわれるよう誘導します。 

ウ  集落地域における安全性を確保するため、住宅密集の抑制や生活道路の余裕ある幅

員確保など、十分な防災上の配慮を加えつつ、適正かつ計画的な土地利用を図ります。 

５．環境の保全と美しい村土の形成 

ア  地球温暖化対策を推進し、低炭素社会の構築を目指すとともに、良好な大気環境の

保全を推進するため、土地利用の誘導等を行い、自然環境や村民生活に及ぼす影響の

大きい開発行為等については、適正な規制誘導を図ります。 

イ  循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）の３Ｒを一層促進します。そのために、資源循環のための施

設整備に当たっては、周辺の自然環境や生活環境など地域との共生に配慮した施設の

整備を誘導します。 
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ウ  良好な生活環境及び自然環境を確保するため、大規模な開発行為については、隣接

地域への影響を考慮した土地利用の適正化を図ります。そのため、農用地、宅地など

の用途区分に応じた適正な土地利用の誘導を図るとともに、居住環境の維持、向上の

ため、集落地の整備及び適正な土地利用の誘導を図ります。 

エ  農用地の適切な維持管理、環境用水の確保、水辺地などの保全による河川の自然浄

化能力の維持・回復、地下水の適正な利用等を通じ、水環境への負荷を低減し、健全

な水循環系の構築を図ります。また、水質保全に資するよう、下水道、農業集落排

水の普及推進等により、生活排水等による水質汚濁の防止を図るとともに、緑地の

保全その他自然環境の保全のための土地利用制度の適切な運用を図ります。 

オ  歴史的・文化的風土の保存、文化財の保護等を図るため、土地利用や開発行為等に

ついては、関係機関と十分協議しながら規制誘導を行うとともに、美しく良好な緑地 

・水辺景観の形成、二次的自然として田園地域の景観の保全を図ります。また、村内

の公園や公共施設等には、住民の憩いの広場としての機能を持たせるため、緑や樹木

の整備・再生・維持再生に努めます。 

６．土地利用の転換の適正化 

ア  農用地の利用転換については、食料生産の確保、農業経営の安定等地域農業に及ぼ

す影響に留意しつつ、無秩序な転用を抑制し、周辺の土地利用との整合を図り、自然

環境保全の観点からも、営農環境が確保されるよう計画的に行うものとします。 

イ  大規模な土地利用転換については、地域に与える自然的・社会的影響が広範囲に及

ぶことから、周辺地域をも含めて事前に十分な調査と調整を行い、地域住民の意向に

配慮するとともに、村土の保全と安全性の確保、調整池や排水路等周辺環境の保全等

に配慮しつつ、適正な土地利用の転換を図ります。 

７．土地の有効利用の促進 

ア  農用地について 

農用地については、農業経営基盤強化促進法に基づいて、中核農家の育成、生産組

織の強化を図るとともに、低・未利用の農用地の流動化や農作業の受委託、協業化を

進め、農用地の高度利用を推進することを基本とします。また、土地利用に関する諸

計画等と整合を図り、周辺の地域を含めて事前に十分な調査と調整を行った上で、一

定の農用地については転換を図り、村の農業政策、緑地及び景観等に配慮しながら、

その有効利用に努めます。さらに、農業の担い手確保については、集落営農組織や農

業法人の設立・育成を重点的に図ります。 
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イ  水面・河川・水路について 

それぞれの治水及び利水機能発揮に留意しつつ、生物の多様な生息・生育環境とし

ての機能の発揮のために必要な水量・水質の確保を図るとともに、地域の景観と一体

となった水辺空間や水と人とのふれあいの場の形成を図ります。 

ウ  道路について 

一般道路については、交通安全施設等を含めた道路交通環境の整備などを通じて、

安全性・快適性の向上を図ります。農道については、自然環境の保全に留意して整備

を促進するとともに、生産、管理に有効に役立つよう計画的な整備を図ります。 

エ  住宅地について 

住宅地については、道路、憩いの広場、上下水道等の生活関連施設と一体となった

整備によって、良好な生活環境と居住水準の向上を推進するとともに、計画的な宅地

開発を促進し、適正かつ良好な宅地供給を図ります。 

オ  工業用地について 

工業用地については、村土の均衡ある発展に留意しつつ、周辺土地利用、周辺地域

社会との調和及び公害の未然防止に留意しながら、工業用地の誘導を図ります。 

カ  その他の宅地について 

周辺地域の土地利用との調和を図りつつ、インターチェンジ付近や道の駅周辺等の

交通利便性が高い土地については、活用を検討します。 

キ  その他について 

その他の土地利用のうち文教施設、公園緑地、保健・福祉・医療施設、交通施設等

の公共・公益施設については、地域人口、交通体系、既存施設、地域の景観等との関

係を配慮し、有効かつ高度な利用が図られるよう努めます。 

８．村土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 

村土の適正かつ有効な利用、並びに土地利用に関する効率的な行政を推進するため、村

土に関する基礎的な調査を行うとともに、土地政策に関する村民の理解と協力を得るため

の調査結果等の情報を提供し、村政座談会等での住民との対話を通じて国土利用計画の適

正な運用を図ります。 

９．適切な村土利用のための啓発と担い手育成 

自然との調和を図りながら村土を将来にわたって有効に活用していくために、村民一人

ひとりが自身の所有地だけでなく、地域の公益的な土地の利用に関しても愛着と関心を持

てるよう、土地利用に関する啓発を図るとともに、農業後継者、新規就農者、起業者など、

村土利用の担い手の育成を進めます。 
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10．指標の活用 

適切な村土の利用に資するため、事業及び計画の推進等にあたっては、第五次湯川村振

興計画や湯川村まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略及び本計画等に示された目

標人口、土地利用区分ごとの目標値などの各種指標の活用を図ります。 
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